
育児介護休業 周知文書 
 

 

我が社は仕事と育児を両⽴する社員を積極的にサポートします︕ 

 
会社からのメッセージ 

 
子どもを安心して産み、育てられる職場環境をつくることは、企業に求めらる基本的な役割です。 
従業員が仕事と子育てを両⽴しつつ、その能⼒を⼗分に発揮できる職場環境づくりに積極的に取
り組みます。 

 
 

 

育児休業、出⽣時育児休業を積極的に取得してください︕ 
 
●仕事と家庭の両⽴に関する相談窓⼝を設置します︕ 

     
●妊娠・出産（本⼈⼜は配偶者）の申出をした⽅に対し、個別に制度を周知するとともに育児休業・

出⽣時育児休業の取得の意向を確認します︕ 

 
 

育児休業、出⽣時育児休業以外の両⽴⽀援制度も積極的にご利⽤ください︕ 

仕事と育児の両⽴⽀援制度概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

制度に関するお問い合わせ、申し込み先 総務部 佐々木 

 

マ
マ 

産前６週 産後８週 妊娠 出産 １歳 ２歳 １歳６か月 ３歳 小学校入学 

妊婦の軽易業務転換 

・妊婦健診等を受ける時間の確保 ・⺟性健康管理措置（通勤緩和、勤務軽減等） 

・時間外労働、休日労働、深夜業の制限 ・坑内業務、危険有害業務の就業制限 

産後休業 

育児休業 

※特別な場合 

育児休業 

※特別な場合 

育児時間 

・育児短時間勤務制度   ・所定外労働の制限 

・子の看護休暇  ・時間外労働の制限  ・深夜業の制限 

パ
パ
・
マ
マ 

出⽣時 
育児休業 

    育児休業 

     ※パパ・ママ育休プラスは１歳２か月 

産前休業 
※多胎妊娠の 
場合 14 週 


